
平成１７年度全国労働衛生週間実施要綱（第 56 回） 
 

１ 趣旨  

全国労働衛生週間は､昭和 25 年に

第 1回が実施されて以来､本年で第

56 回を迎える｡この間､本週間は､国

民の労働衛生に関する意識を高揚さ

せ､事業場における自主的労働衛生

管理活動を通じた労働者の健康の保

持増進と快適な職場環境の形成に大

きな役割を果たしてきたところであ

る｡ 

我が国における昨年の業務上疾病

による被災者は 7,609 人であり､20

年前に比べると約半数にまで減少し

た｡しかしながら石綿による肺がん､

中皮腫は近年増加しており､また依

然として､全疾病者数の約 6割を占

める腰痛等の負傷に起因する疾病や､

じん肺症等の職業性疾病は後を絶た

ず､有機溶剤中毒､一酸化炭素中毒､

酸素欠乏症等の災害も繰り返し発生

している状況にある｡ 

一般定期健康診断の結果､脳･心臓

疾患につながる所見を始めとして何

らかの所見を有する労働者の割合は

増加を続けており､平成 16 年は

47.6%に上っている｡労働時間が長短

二極に分化している中で､脳･心臓疾

患に係る労災認定件数は､年間 300

件前後と高い水準で推移し､減少傾

向が見られない｡また､仕事や職場生

活に関する強い不安､悩み､ｽﾄﾚｽを感

じる労働者の割合は 6割を超えてお

り､業務によるｽﾄﾚｽなどにより精神

障害を発症する事案は年々増加し､

平成16年度には自殺を含め130件が

精神障害等として労災認定されてい

る｡さらに､今後石綿を使用した建築

物等の解体等の作業の増加が予測さ

れており､当該作業による労働者の

石綿ばく露が懸念されている｡ 

このように､近年においては､腰痛

やじん肺等の従来からの職業性疾病

に対する対策に加えて､過重労働に

よる健康障害の防止対策､ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対

策等の充実強化が重要な課題となっ

ている｡ 

このような状況に対処するために､

国は第 10 次労働災害防止計画を定

め､粉じん障害防止対策や腰痛予防

対策､建築物等の解体等の作業にお

ける石綿ばく露防止対策の充実を図

るための石綿障害予防規則の制定を

はじめとした化学物質による健康障

害防止対策等の職業性疾病予防対策

を推進するとともに､過重労働によ

る健康障害防止対策･ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の

充実強化を図るため､新たに､一定以

上の長時間労働を行った労働者に対

して､ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ面にも留意した医師に

よる面接指導の実施を義務づけるこ

となどを内容とする労働安全衛生法

の改正案を国会に提出したところで

ある｡また､これとともに､小規模事

業場における産業保健活動の活性化

を図るための地域産業保健ｾﾝﾀｰ機能

の充実強化､心とからだの健康づく

り(THP)､快適な職場環境の形成等の

対策を進めているところである｡ 

これらの対策が事業場において着

実に実施され､労働者の健康の確保､

増進が図られるためには､経営ﾄｯﾌﾟ

や事業場のﾄｯﾌﾟが自らの責務につい

て認識し､産業医､衛生管理者等の労

働衛生管理ｽﾀｯﾌが中核となって､衛

生委員会等の場を活用するなど労働

者の意見を反映させながら対策を展

開していくことが重要である｡また､

労働者自身も健康管理の活動に参加

し､積極的に健康づくりに取り組ん

でいくことが重要である｡ 

このような観点から､本年度は､ 

「働き過ぎていませんか 働き方を見

直して 心とからだの健康づくり」 

をスローガンとして全国労働衛生週

間を展開し、事業場における労働衛

生意識の高揚を図るとともに、自主

的な労働衛生管理活動の一層の促進

を図ることとする。 
 

２ スロ－ガン  

「働き過ぎていませんか 

働き方を見直して 心とからだ

の健康づくり」 
 

３ 期 間  

10月１日から10月７日までとする。 

なお、本週間の実効を上げるため、

9月 1 日から 9月 30 日までを準備期

間とする。 
 

４ 主唱者  

厚生労働省、中央労働災害防止協会  
 

５ 協賛者  

建設業労働災害防止協会、陸上貨

物運送事業労働災害防止協会、港湾

貨物運送事業労働災害防止協会、林

業・木材製造業労働災害防止協会及

び鉱業労働災害防止協会 
 

６ 協力者  

関係行政機関、地方公共団体、安全衛

生関係団体、労働団体及び事業者団体  
 

７ 実施者  

各事業場  
 

８ 主唱者、協賛者の実施事項 

(1) ポスター、パンフレット等の配

布、新聞等の報道媒体、政府関係

広報誌及びインターネットを通じ

ての広報活動  

(2) 全国労働衛生週間地方大会等の

開催  

(3) 事業場の実施事項についての指

導援助  

(4) その他「全国労働衛生週間」に

ふさわしい行事等の実施 
 

９ 協力者への依頼 

 主唱者は、上記８の事項を実施す

るため、協力者に対し、支援、協

力を依頼すること 
 

10 事業場の実施事項 

(1) 本週間中に実施する事項  

  下記の事項を実施することによ

り、労働衛生意識の高揚を図ると

ともに、自主的な労働衛生管理活

動の促進を図る。 

ア 労働衛生旗の掲揚及びポスター、

スローガン等の掲示  

イ 事業者又は総括安全衛生管理者

による職場巡視  

ウ 労働衛生に関する展示会、講習会、

研究会、討論会、見学会等の開催  

エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏

症等による事故等緊急時の災害を

想定した実地訓練等の実施  

オ 労働衛生に関する優良職場、功

績者等の表彰  

カ 労働衛生に関する図画、作文、

写真、標語等の掲示  

キ その他労働衛生の意識高揚のた

めの行事等の実施  

 

(2) 準備期間中に実施する事項 

下記の事項について、日常の労働

衛生活動の総点検を行い、労働衛生

水準の向上を図る。 

ア 労働衛生管理体制の確立と労働

衛生管理活動の活性化 

(ア) 事業者による労働衛生管理に

関する年間計画に基づく実践  

(イ) 労働者の健康管理等に関する知

識について必要な要件を備えた産
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業医、衛生管理者、衛生推進者等の

労働衛生管理体制の整備・充実とそ

の職務の明確化及び連携の強化  

(ウ) 衛生委員会の開催とその活動

の活性化  

(エ) 作業主任者の選任と職務の励行 

(オ) 現場管理者の職務権限の確立  

(カ) 労働衛生管理に関する規定の

点検、整備・充実  

(キ) 労働衛生管理に関する情報伝

達ルートの確立  

(ク) 労働衛生関係情報の収集・整理

及び周知  

イ 作業環境管理の推進 

(ア) 有害なガス、蒸気、粉じん、騒音

等の有害要因に労働者がさらされる

屋内外の作業場及び酸素欠乏危険場

所における作業環境測定の実施及び

その結果に基づく作業環境の改善  

(イ) 改正された管理濃度等に対応

した作業環境管理の推進  

(ウ) 局所排気装置、除じん装置、排

ガス処理装置、排液処理装置、遮

へい設備等の適正な設置及び稼働

並びに検査及び点検の実施の徹底  

(エ) 粉じん作業場所等健康障害の

おそれのある場所の清掃及び清潔

の保持の徹底  

(オ) 換気、採光、照明等の状態の点

検及び改善  

ウ 作業管理の推進 

(ア) 自動化、省力化等による作業負

担の軽減の推進  

(イ) 作業の動作､姿勢､速度､継続時

間等の作業方法の調査､分析及び

その結果に基づく作業方法の改善  

(ウ) 作業管理のための各種作業指

針の周知徹底  

(エ) 適切、有効な保護具等の選択、

使用及び保守管理の徹底  

(オ) 休憩､休養設備の点検､整備･充実  

エ 健康管理の推進 

(ア) 健康診断の実施と健康診断結果に

基づき事業者が講ずべき措置に関す

る指針による就業上の措置の徹底 

(イ) 一般健康診断結果に基づく必

要な労働者に対する医師又は保健

師による保健指導の実施  

(ウ) 小規模事業場における地域産

業保健センターの活用  

オ 労働衛生教育の推進 

(ア) 酸素欠乏危険作業従事者等有

害業務従事者に対する特別教育又

はそれに準じた教育の実施  

(イ) 衛生管理者、作業主任者等労働

衛生管理体制の中核となる者に対

する能力向上教育の実施  

カ 労働安全衛生マネジメントシス

テムの確立  

キ 過重労働による健康障害防止の

ための総合対策の推進 

(ア) 時間外労働の削減及び年次有

給休暇の取得促進  

(イ) 定期健康診断等の実施及び同

結果に基づく事後措置の徹底  

(ウ) 月４５時間を超える時間外労働を

行わせた場合における産業医等によ

る事業者に対する助言指導等の実施  

(エ) 月１００時間を超える時間外

労働又は２か月間ないし６か月間

の１か月平均８０時間を超える時

間外労働を行わせた場合における

産業医等の面接による労働者に対

する保健指導等の実施  

ク 事業場における労働者の心の健康づ

くりのための指針に基づく対策の推進 

(ア) 心の健康づくり計画の策定  

(イ) 労働者の相談に応ずる体制の

整備  

(ウ) 職場環境等の改善  

(エ) 管理監督者、労働者に対するメ

ンタルヘルスケアに関する教育研

修の実施  

ケ 粉じん障害防止対策の徹底粉じん障

害防止総合対策推進強化月間としての

次の事項を重点とした取組の推進 

(ア) アーク溶接作業に係る粉じん

障害防止対策  

(イ) 金属等の研ま作業に係る粉じ

ん障害防止対策  

(ウ)トンネル建設工事業における粉

じん障害防止対策  

(エ) 離職後の健康管理  

コ 職場における腰痛予防対策指針

による腰痛の予防対策の推進  

サ 電離放射線障害防止対策の徹底  

シ 騒音障害防止のためのガイドラ

インに基づく騒音障害防止対策の

徹底  

ス 振動障害総合対策要綱に基づく

振動障害防止対策の徹底  

セ ＶＤＴ作業における労働衛生管理の

ためのガイドラインによるＶＤＴ作業

における労働衛生管理対策の推進  

ソ 化学物質の管理の推進 

(ア) 化学物質管理指針に基づく化

学物質等の自律的管理の推進  

(イ) 化学物質のばく露防止､作業主

任者の選任､人体に及ぼす影響・取

扱い上の注意事項等の掲示、漏え

い・発散防止等適切な管理の推進  

(ウ) 化学物質の有害性の調査及びその

結果に基づく措置の確実な実施  

(エ) 化学物質等安全データシート

（ＭＳＤＳ）による化学物質等の

危険有害性等に関する情報の提供

及び活用の促進  

(オ) 建設業における有機溶剤中毒

予防のためのガイドラインに基づ

く有機溶剤中毒の防止  

(カ) 建設業における一酸化炭素中

毒予防のためのガイドラインに基

づく一酸化炭素中毒の防止  

(キ) ダイオキシン類による健康障害

防止のための対策要綱に基づくダイ

オキシン類ばく露防止措置の実施  

(ク) 職域における屋内空気中のホ

ルムアルデヒド濃度低減のための

ガイドラインに基づく措置の実施  

(ケ) 化学物質による眼・皮膚障害防

止のための保護具の着用等の徹底  

(コ) 化学設備等の改造、修理等の作業

における中毒等の防止のための工事

発注者と請負業者との連携等の実施  

タ 石綿障害予防対策の徹底 

(ア) 建築物等の解体等の作業にお

ける石綿ばく露防止対策の徹底  

(イ) 吹き付け石綿の損傷等による

石綿ばく露防止対策の徹底  

(ウ) 非石綿製品への代替化の推進  

チ 心とからだの健康づくり（ＴＨ

Ｐ）の継続的かつ計画的な実施の

ための体制の整備・充実  

ツ 快適職場指針に基づく快適な職

場環境の形成の推進 

テ 職場における喫煙対策のための

ガイドラインに沿った有効な喫煙

室の設置等の対策の推進  

ト 雇用管理に関する個人情報のう

ち健康情報を取り扱うに当たって

の留意事項に基づく適切な健康情

報の取扱いの徹底  

ナ 職場における肝炎ウイルス感染

に関する留意事項に基づく適切な

対応の推進  

ニ 職場におけるエイズ問題に関す

るガイドラインに基づくエイズ問

題の自主的な取組  

ヌ 労働時間等労働条件の改善等の

推進  

ネ その他 

(ア) ポスター、スローガン等の掲示  

(イ) 労働衛生提案制度等の活用及

びその実践  

(ウ) 清潔保持のための洗身、手洗い

等の設備の整備・充実  

(エ) 労働衛生標識等の整備  

(オ) 工場の緑化美化運動の推進  

(カ) 家庭における健康に関する知

識の普及  


